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別添１



労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

労
災
保
険
率
（
船
舶
所
有
者
の
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
別
添
一
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
。

二

船
舶
所
有
者
の
事
業
に
係
る
労
災
保
険
率
を
、
千
分
の
四
十
二
と
す
る
こ
と
。

三

第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
別
添
二
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
。

四

労
務
費
率
（
請
負
に
よ
る
建
設
の
事
業
に
係
る
賃
金
総
額
の
算
定
に
当
た
り
請
負
金
額
に
乗
ず
る
率
を
い
う
。
）
を

別
添
三
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
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（ 別添一 ）

下線が改正部分

改 正 案 現 行

別表第１（第６条、第16条関係） 別表第１（第６条、第16条関係）

労 災 保 険 率 表 労 災 保 険 率 表

事業の種類の分 事 業 の 種 類 労災保険率 事業の種類の分 事 業 の 種 類 労災保険率

類 類

林 業 林業 1000分の 52 林 業 林業 1000分の 60

漁 業 海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の 18 漁 業 海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の 18

を除く。） を除く。）

定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の 37 定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の 38

鉱 業 金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はド 1000分の 88 鉱 業 金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はド 1000分の 88

ロマイト鉱業を除く。）又は石炭鉱業 ロマイト鉱業を除く。）又は石炭鉱業

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 1000分の 13 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 1000分の 16
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原油又は天然ガス鉱業 1000分の2.5 原油又は天然ガス鉱業 1000分の2.5

採石業 1000分の 37 採石業 1000分の 49

その他の鉱業 1000分の 26 その他の鉱業 1000分の 26

建 設 事 業 水力発電施設、ずい道等新設事業 1000分の 34 建 設 事 業 水力発電施設、ずい道等新設事業 1000分の 62

道路新設事業 1000分の 11 道路新設事業 1000分の 11

舗装工事業 1000分の 9 舗装工事業 1000分の 9

鉄道又は軌道新設事業 1000分の 9 鉄道又は軌道新設事業 1000分の 9

建築事業（既設建築物設備工事業を除 1000分の9.5 建築事業（既設建築物設備工事業を除 1000分の9.5

く。） く。）

既設建築物設備工事業 1000分の 12 既設建築物設備工事業 1000分の 12

機械装置の組立て又は据付けの事業 1000分の 6 機械装置の組立て又は据付けの事業 1000分の6.5

その他の建設事業 1000分の 15 その他の建設事業 1000分の 15

製 造 業 食料品製造業 1000分の5.5 製 造 業 食料品製造業 1000分の 6

4



繊維工業又は繊維製品製造業 1000分の 4 繊維工業又は繊維製品製造業 1000分の 4

木材又は木製品製造業 1000分の 13 木材又は木製品製造業 1000分の 14

パルプ又は紙製造業 1000分の 7 パルプ又は紙製造業 1000分の6.5

印刷又は製本業 1000分の3.5 印刷又は製本業 1000分の3.5

化学工業 1000分の4.5 化学工業 1000分の4.5

ガラス又はセメント製造業 1000分の 6 ガラス又はセメント製造業 1000分の 6

コンクリート製造業 1000分の 13 コンクリート製造業 1000分の 13

陶磁器製品製造業 1000分の 17 陶磁器製品製造業 1000分の 18

その他の窯業又は土石製品製造業 1000分の 23 その他の窯業又は土石製品製造業 1000分の 26

金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。） 1000分の6.5 金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。） 1000分の6.5

非鉄金属精錬業 1000分の 7 非鉄金属精錬業 1000分の 7
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金属材料品製造業（鋳物業を除く。） 1000分の 5 金属材料品製造業（鋳物業を除く。） 1000分の5.5

鋳物業 1000分の 16 鋳物業 1000分の 16

金属製品製造業又は金属加工業（洋食器､ 1000分の 9 金属製品製造業又は金属加工業（洋食器､ 1000分の 10

刃物､手工具又は一般金物製造業及びめつ 刃物､手工具又は一般金物製造業及びめつ

き業を除く｡) き業を除く｡)

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 1000分の6.5 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 1000分の6.5

（めつき業を除く。） （めつき業を除く。）

めつき業 1000分の6.5 めつき業 1000分の 7

機械器具製造業（電気機械器具製造業､輸 1000分の 5 機械器具製造業（電気機械器具製造業､輸 1000分の 5

送用機械器具製造業､船舶製造又は修理業 送用機械器具製造業､船舶製造又は修理業

及び計量器､光学機械､時計等製造業を除 及び計量器､光学機械､時計等製造業を除

く｡) く｡)

電気機械器具製造業 1000分の 3 電気機械器具製造業 1000分の2.5

輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理 1000分の 4 輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理 1000分の 4

業を除く。） 業を除く。）
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船舶製造又は修理業 1000分の 23 船舶製造又は修理業 1000分の 23

計量器、光学機械、時計等製造業（電気機 1000分の2.5 計量器、光学機械、時計等製造業（電気機 1000分の2.5

械器具製造業を除く。） 械器具製造業を除く。）

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 1000分の3.5 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 1000分の3.5

その他の製造業 1000分の 6 その他の製造業 1000分の6.5

運 輸 業 交通運輸事業 1000分の 4 運 輸 業 交通運輸事業 1000分の 4

貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾 1000分の8.5 貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾 1000分の 9

荷役業を除く。） 荷役業を除く。）

港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。） 1000分の 9 港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。） 1000分の 9

港湾荷役業 1000分の 12 港湾荷役業 1000分の 13

電気、ガス、水 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 1000分の 3 電気、ガス、水 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 1000分の 3

道又は熱供給の 道又は熱供給の

事業 事業
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その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 1000分の 13 その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 1000分の 13

清掃、火葬又はと畜の事業 1000分の 13 清掃、火葬又はと畜の事業 1000分の 13

ビルメンテナンス業 1000分の 6 ビルメンテナンス業 1000分の5.5

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業 1000分の6.5 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業 1000分の6.5

又はゴルフ場の事業 又はゴルフ場の事業

通信業、放送業、新聞業又は出版業 1000分の2.5 通信業、放送業、新聞業又は出版業 1000分の2.5

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の 3 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の 3

金融業、保険業又は不動産業 1000分の2.5 金融業、保険業又は不動産業 1000分の2.5

その他の各種事業 1000分の 3 その他の各種事業 1000分の 3
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（ 別添二 ）

下線が改正部分

改 正 案 現 行

別表第５（第23条関係） 別表第５（第23条関係）

第２種特別加入保険料率表 第２種特別加入保険料率表

事業又は 第２種特別 事業又は 第２種特別

作業の種 事 業 又 は 作 業 の 種 類 加入保険料 作業の種 事 業 又 は 作 業 の 種 類 加入保険料

類の番号 率 類の番号 率

労働者災害補償保険法施行規則（以下「労災保険法 1000分の11 労働者災害補償保険法施行規則（以下「労災保険法 1000分の12

特 １ 施行規則」という。） 特 １ 施行規則」という。）

第46条の17第１号の事業 第46条の17第１号の事業

特 ２ 労災保険法施行規則 1000分の17 特 ２ 労災保険法施行規則 1000分の18

第46条の17第２号の事業 第46条の17第２号の事業

特 ３ 労災保険法施行規則 1000分の45 特 ３ 労災保険法施行規則 1000分の45

第46条の17第３号の事業 第46条の17第３号の事業

特 ４ 労災保険法施行規則 1000分の52 特 ４ 労災保険法施行規則 1000分の52
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第46条の17第４号の事業 第46条の17第４号の事業

特 ５ 労災保険法施行規則 1000分の 6 特 ５ 労災保険法施行規則 1000分の 7

第46条の17第５号の事業 第46条の17第５号の事業

特 ６ 労災保険法施行規則 1000分の14 特 ６ 労災保険法施行規則 1000分の14

第46条の17第６号の事業 第46条の17第６号の事業

特 ７ 労災保険法施行規則 1000分の48 特 ７ 労災保険法施行規則 1000分の48

第46条の17第７号の事業 第46条の17第７号の事業

特 ８ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 ８ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の17第８号の事業 第46条の17第８号の事業

特 ９ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 ９ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の17第９号の事業 第46条の17第９号の事業

特 １０ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 １０ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の17第10号の事業 第46条の17第10号の事業

特 １１ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 １１ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の17第11号の事業 第46条の17第11号の事業
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特 １２ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 １２ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の18第１号ロの作業 第46条の18第１号ロの作業

特 １３ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 １３ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の18第２号イの作業 第46条の18第２号イの作業

特 １４ 労災保険法施行規則 1000分の14 特 １４ 労災保険法施行規則 1000分の15

第46条の18第３号イ又はロの作業 第46条の18第３号イ又はロの作業

特 １５ 労災保険法施行規則 1000分の 5 特 １５ 労災保険法施行規則 1000分の 6

第46条の18第３号ハの作業 第46条の18第３号ハの作業

特 １６ 労災保険法施行規則 1000分の17 特 １６ 労災保険法施行規則 1000分の17

第46条の18第３号ニの作業 第46条の18第３号ニの作業

特 １７ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 １７ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の18第３号ホの作業 第46条の18第３号ホの作業

特 １８ 労災保険法施行規則 1000分の18 特 １８ 労災保険法施行規則 1000分の18

第46条の18第３号ヘの作業 第46条の18第３号ヘの作業

特 １９ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 １９ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の18第２号ロの作業 第46条の18第２号ロの作業
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特 ２０ 労災保険法施行規則 1000分の 9 特 ２０ 労災保険法施行規則 1000分の 9

第46条の18第１号イの作業 第46条の18第１号イの作業

特 ２１ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 ２１ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の18第４号の作業 第46条の18第４号の作業

特 ２２ 労災保険法施行規則 1000分の 5 特 ２２ 労災保険法施行規則 1000分の 5

第46条の18第５号の作業 第46条の18第５号の作業

特 ２３ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 ２３ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の18第６号の作業 第46条の18第６号の作業

特 ２４ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 ２４ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の18第７号の作業 第46条の18第７号の作業

特 ２５ 労災保険法施行規則 1000分の 3 特 ２５ 労災保険法施行規則 1000分の 3

第46条の18第８号の作業 第46条の18第８号の作業
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（ 別添三 ）

下線が改正部分

改 正 案 現 行

別表第２（第13条関係） 別表第２（第13条関係）

労 務 費 率 表 労 務 費 率 表

事業の種類の分 請負金額に乗 事業の種類の分 請負金額に乗

類 事 業 の 種 類 ずる率 類 事 業 の 種 類 ずる率

建 設 事 業 水力発電施設、ずい道等新設事業 19％ 建 設 事 業 水力発電施設、ずい道等新設事業 19％

道路新設事業 19％ 道路新設事業 19％

舗装工事業 17％ 舗装工事業 17％

鉄道又は軌道新設事業 19％ 鉄道又は軌道新設事業 24％

建築事業（既設建築物設備工事業を除 23％ 建築事業（既設建築物設備工事業を除 23％

く。） く。）

既設建築物設備工事業 23％ 既設建築物設備工事業 23％
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機械装置の組立て又は据付けの事業 機械装置の組立て又は据付けの事業

組立て又は取付けに関するもの 38％ 組立て又は取付けに関するもの 38％

その他のもの 21％ その他のもの 21％

その他の建設事業 23％ その他の建設事業 24％
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労災保険率等の改定について 

 

 

（１）労災保険率の改定案 

 

 

（２）特別加入保険料率の改定案 

 

 

（３）労務費率の改定案 

 

 

参考 
sri 
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（１）労災保険率の改定(案)の概要 
 

現 行 

平均労災保険率  4.5／1,000 （全業種の平均） 

（最低 2.5／1,000 ～ 最高 88／1,000） 

 

改定案 

平均労災保険率 4.4／1,000 （全業種の平均） 

（最低 2.5／1,000 ～ 最高 88／1,000） 

引上げ：３業種 据置き：34業種 引下げ：17 業種 

平成 10 年度以降の改定経過  (単位：1／1,000) 

10 年度 13 年度 15 年度 18 年度 21 年度 24 年度 27 年度 30 年度 

9.4 8.5 7.4 7.0 5.4 4.8 4.7 4.5 

 
 

料率改定により 

年間 １１６億円 の負担が軽減される。 
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労災保険率を構成する要素 

 

※それぞれ端数処理前のものを平均しているため、その合計値と端

数処理後の設定料率を平均した料率（合計）は一致しないことがある。 

労災保険率の構成要素 

（全業種平均） 

現行 

（1/1,000） 

改定案 

（1/1,000） 

業
務
災
害
分 

短期給付分 

 療養補償給付 

 休業補償給付 

2.22 1.94 

長期給付分 

 年金給付 

（将来給付分は積立

金として保有） 

1.18 1.08 

非業務災害分 0.6 0.6 

社会復帰促進等事業、事務の執

行に要する費用 
0.9 0.9 

年金積立調整費用 ▲0.4 ▲0.1 

合   計 ４．５ ４．４ 
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労災保険率の業種別改定（案）

（単位：1/1,000）

業種 現行 改定(案) 変化

林業 60 52 ↘
海面漁業 18 18
定置網漁業又は海面魚類養殖業 38 37 ↘
金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 88 88
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16 13 ↘
原油又は天然ガス鉱業 2.5 2.5
採石業 49 37 ↘
その他の鉱業 26 26
水力発電施設、ずい道等新設事業 62 34 ↘
道路新設事業 11 11
舗装工事業 9 9
鉄道又は軌道新設事業 9 9
建築事業 9.5 9.5
既設建築物設備工事業 12 12
機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5 6 ↘
その他の建設事業 15 15
食料品製造業 6 5.5 ↘
繊維工業又は繊維製品製造業 4 4
木材又は木製品製造業 14 13 ↘
パルプ又は紙製造業 6.5 7 ↗
印刷又は製本業 3.5 3.5
化学工業 4.5 4.5
ガラス又はセメント製造業 6 6
コンクリート製造業 13 13
陶磁器製品製造業 18 17 ↘
その他の窯業又は土石製品製造業 26 23 ↘
金属精錬業 6.5 6.5
非鉄金属精錬業 7 7
金属材料品製造業 5.5 5 ↘
鋳物業 16 16
金属製品製造業又は金属加工業 10 9 ↘
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 6.5 6.5
めつき業 7 6.5 ↘
機械器具製造業 5 5
電気機械器具製造業 2.5 3 ↗
輸送用機械器具製造業 4 4
船舶製造又は修理業 23 23
計量器、光学機械、時計等製造業 2.5 2.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5 3.5
その他の製造業 6.5 6 ↘
交通運輸事業 4 4
貨物取扱事業 9 8.5 ↘
港湾貨物取扱事業 9 9
港湾荷役業 13 12 ↘
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3 3
船舶所有者の事業 47 42 ↘
農業又は海面漁業以外の漁業 13 13
清掃、火葬又はと畜の事業 13 13
ビルメンテナンス業 5.5 6 ↗
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5 6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5 2.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3 3
金融業、保険業又は不動産業 2.5 2.5
その他の各種事業 3 3
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令和６年度労災保険率改定詳細表 （単位：1/1,000）

所要額 所要料率 所要額 所要料率 調整額 所要料率

（百万円） （百万円） 所要料率 （百万円） 所要料率 （百万円） ① （百万円） 所要料率 （百万円） 所要料率 （百万円） ② ①＋② ＊ ＊ ＊ ①＋②＋＊
平成26～平成
28年度実績

平成29～令和4
年度実績

平成26～平成
28年度実績

平成29～令和4
年度実績 （百万円） ③

林業 97,289 2,881 29.6 35 0.4 2,915 30.0 2,020 20.8 16 0.2 2,036 20.9 50.9 -0.1 0.6 0.9 52.3 148.9 107.3 12,837 9,825 12 0.1 52.0 -8.0 60.0
海面漁業 50,700 244 4.8 18 0.4 262 5.2 750 14.8 8 0.2 758 14.9 20.1 -0.1 0.6 0.9 21.5 13.5 13.6 746 724 -178 -3.5 18.0 0.0 18.0
定置網漁業又は海面魚類養殖業 20,927 514 24.6 7 0.4 522 24.9 228 10.9 3 0.2 231 11.0 36.0 -0.1 0.6 0.9 37.3 43.2 32.8 953 731 2 0.1 37.0 -1.0 38.0
金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 2,671 653 244.5 1 0.4 654 244.8 833 311.9 0 0.2 834 312.1 557.0 -0.1 0.6 0.9 558.3 4,224.8 3,560.2 18,860 12,465 -1,256 -470.3 88.0 0.0 88.0
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 13,542 25 1.9 5 0.4 30 2.2 124 9.1 2 0.2 126 9.3 11.5 -0.1 0.6 0.9 12.9 46.9 33.6 514 398 2 0.1 13.0 -3.0 16.0
原油又は天然ガス鉱業 7,506 6 0.8 3 0.4 9 1.1 2 0.2 1 0.2 3 0.4 1.5 -0.1 0.6 0.9 2.9 0.8 0.2 5 2 -3 -0.4 2.5 0.0 2.5
採石業 29,212 425 14.6 10 0.4 436 14.9 611 20.9 5 0.2 616 21.1 36.0 -0.1 0.6 0.9 37.4 121.5 96.6 3,529 2,740 3 0.1 37.0 -12.0 49.0
その他の鉱業 21,413 281 13.1 8 0.4 289 13.5 327 15.3 3 0.2 330 15.4 28.9 -0.1 0.6 0.9 30.3 42.1 32.9 990 727 -91 -4.3 26.0 0.0 26.0
水力発電施設、ずい道等新設事業 105,956 2,459 23.2 38 0.4 2,497 23.6 959 9.1 17 0.2 976 9.2 32.8 -0.1 0.6 0.9 34.2 258.4 193.0 25,364 20,927 13 0.1 34.0 -28.0 62.0
道路新設事業 57,537 442 7.7 20 0.4 463 8.0 625 10.9 9 0.2 634 11.0 19.1 -0.1 0.6 0.9 20.4 18.2 24.4 2,956 2,396 -544 -9.4 11.0 0.0 11.0
舗装工事業 167,418 646 3.9 59 0.4 706 4.2 701 4.2 27 0.2 728 4.3 8.6 -0.1 0.6 0.9 9.9 9.8 8.0 1,724 1,322 -158 -0.9 9.0 0.0 9.0
鉄道又は軌道新設事業 38,752 123 3.2 14 0.4 137 3.5 718 18.5 6 0.2 724 18.7 22.2 -0.1 0.6 0.9 23.6 24.8 12.5 540 407 -566 -14.6 9.0 0.0 9.0
建築事業 11,604,492 46,812 4.0 4,119 0.4 50,931 4.4 42,720 3.7 1,896 0.2 44,616 3.8 8.2 -0.1 0.6 0.9 9.6 10.2 9.1 109,368 103,751 1,374 0.1 9.5 0.0 9.5
既設建築物設備工事業 1,208,563 6,054 5.0 429 0.4 6,483 5.4 7,338 6.1 197 0.2 7,535 6.2 11.6 -0.1 0.6 0.9 13.0 13.0 11.9 12,256 13,408 -1,181 -1.0 12.0 0.0 12.0
機械装置の組立て又は据付けの事業 851,521 1,996 2.3 302 0.4 2,298 2.7 1,592 1.9 139 0.2 1,731 2.0 4.7 -0.1 0.6 0.9 6.1 5.3 5.0 3,890 4,123 101 0.1 6.0 -0.5 6.5
その他の建設事業 2,053,796 15,393 7.5 729 0.4 16,122 7.8 11,152 5.4 335 0.2 11,487 5.6 13.4 -0.1 0.6 0.9 14.8 20.8 17.9 36,809 33,857 243 0.1 15.0 0.0 15.0
食料品製造業 3,540,753 9,636 2.7 1,257 0.4 10,893 3.1 3,174 0.9 578 0.2 3,752 1.1 4.1 -0.1 0.6 0.9 5.5 4.5 4.0 14,520 13,815 419 0.1 5.5 -0.5 6.0
繊維工業又は繊維製品製造業 960,918 1,123 1.2 341 0.4 1,465 1.5 952 1.0 157 0.2 1,109 1.2 2.7 -0.1 0.6 0.9 4.1 3.0 2.7 3,070 2,721 114 0.1 4.0 0.0 4.0
木材又は木製品製造業 401,807 2,816 7.0 143 0.4 2,959 7.4 1,584 3.9 66 0.2 1,650 4.1 11.5 -0.1 0.6 0.9 12.8 15.9 14.2 6,808 5,887 48 0.1 13.0 -1.0 14.0
パルプ又は紙製造業 206,627 594 2.9 73 0.4 667 3.2 1,179 5.7 34 0.2 1,213 5.9 9.1 -0.1 0.6 0.9 10.5 5.4 5.8 1,095 1,184 -718 -3.5 7.0 0.5 6.5
印刷又は製本業 737,980 1,022 1.4 262 0.4 1,284 1.7 958 1.3 121 0.2 1,078 1.5 3.2 -0.1 0.6 0.9 4.6 2.5 2.2 2,291 1,803 -796 -1.1 3.5 0.0 3.5
化学工業 2,666,982 3,046 1.1 947 0.4 3,992 1.5 2,982 1.1 436 0.2 3,418 1.3 2.8 -0.1 0.6 0.9 4.2 3.2 2.7 7,525 6,795 316 0.1 4.5 0.0 4.5
ガラス又はセメント製造業 199,371 390 2.0 71 0.4 460 2.3 795 4.0 33 0.2 827 4.1 6.5 -0.1 0.6 0.9 7.8 7.6 5.8 1,551 1,235 -366 -1.8 6.0 0.0 6.0
コンクリート製造業 249,319 1,731 6.9 89 0.4 1,820 7.3 977 3.9 41 0.2 1,018 4.1 11.4 -0.1 0.6 0.9 12.8 13.2 13.7 3,300 3,407 30 0.1 13.0 0.0 13.0
陶磁器製品製造業 33,311 142 4.3 12 0.4 153 4.6 371 11.1 5 0.2 376 11.3 15.9 -0.1 0.6 0.9 17.3 25.9 22.4 1,333 918 4 0.1 17.0 -1.0 18.0
その他の窯業又は土石製品製造業 140,915 1,072 7.6 50 0.4 1,122 8.0 1,828 13.0 23 0.2 1,851 13.1 21.1 -0.1 0.6 0.9 22.5 73.2 53.5 10,750 7,684 17 0.1 23.0 -3.0 26.0
金属精錬業 578,114 1,132 2.0 205 0.4 1,338 2.3 1,710 3.0 94 0.2 1,804 3.1 5.4 -0.1 0.6 0.9 6.8 5.6 5.3 3,803 3,348 -181 -0.3 6.5 0.0 6.5
非鉄金属精錬業 182,136 417 2.3 65 0.4 482 2.6 534 2.9 30 0.2 564 3.1 5.7 -0.1 0.6 0.9 7.1 7.8 7.1 1,337 1,296 22 0.1 7.0 0.0 7.0
金属材料品製造業 260,052 580 2.2 92 0.4 672 2.6 214 0.8 42 0.2 257 1.0 3.6 -0.1 0.6 0.9 4.9 5.2 4.5 1,431 1,297 31 0.1 5.0 -0.5 5.5
鋳物業 130,105 810 6.2 46 0.4 856 6.6 1,061 8.2 21 0.2 1,082 8.3 14.9 -0.1 0.6 0.9 16.3 18.3 16.2 2,744 2,280 15 0.1 16.0 0.0 16.0
金属製品製造業又は金属加工業 1,877,014 8,072 4.3 666 0.4 8,738 4.7 5,475 2.9 307 0.2 5,782 3.1 7.7 -0.1 0.6 0.9 9.1 10.1 8.8 18,751 16,827 222 0.1 9.0 -1.0 10.0
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 61,333 269 4.4 22 0.4 291 4.7 596 9.7 10 0.2 606 9.9 14.6 -0.1 0.6 0.9 16.0 5.8 4.4 340 266 -583 -9.5 6.5 0.0 6.5
めつき業 133,419 416 3.1 47 0.4 463 3.5 170 1.3 22 0.2 191 1.4 4.9 -0.1 0.6 0.9 6.3 5.8 5.1 751 684 16 0.1 6.5 -0.5 7.0
機械器具製造業 3,145,754 5,760 1.8 1,117 0.4 6,876 2.2 4,518 1.4 514 0.2 5,032 1.6 3.8 -0.1 0.6 0.9 5.2 4.3 3.6 13,299 11,530 0 0.0 5.0 0.0 5.0
電気機械器具製造業 5,379,941 3,010 0.6 1,910 0.4 4,919 0.9 2,309 0.4 879 0.2 3,188 0.6 1.5 -0.1 0.6 0.9 2.9 1.0 1.1 5,388 5,727 620 0.1 3.0 0.5 2.5
輸送用機械器具製造業 4,661,392 5,872 1.3 1,655 0.4 7,526 1.6 4,542 1.0 761 0.2 5,304 1.1 2.8 -0.1 0.6 0.9 4.1 2.6 2.5 12,558 12,432 552 0.1 4.0 0.0 4.0
船舶製造又は修理業 173,914 2,384 13.7 62 0.4 2,445 14.1 4,212 24.2 28 0.2 4,241 24.4 38.4 -0.1 0.6 0.9 39.8 44.6 45.1 10,558 9,299 -2,926 -16.8 23.0 0.0 23.0
計量器、光学機械、時計等製造業 931,256 409 0.4 331 0.4 740 0.8 1,051 1.1 152 0.2 1,203 1.3 2.1 -0.1 0.6 0.9 3.5 0.9 0.8 805 773 -898 -1.0 2.5 0.0 2.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 93,695 100 1.1 33 0.4 133 1.4 51 0.5 15 0.2 66 0.7 2.1 -0.1 0.6 0.9 3.5 2.3 2.0 230 196 11 0.1 3.5 0.0 3.5
その他の製造業 2,049,610 5,396 2.6 728 0.4 6,123 3.0 2,927 1.4 335 0.2 3,262 1.6 4.6 -0.1 0.6 0.9 6.0 5.4 4.9 10,214 10,041 243 0.1 6.0 -0.5 6.5
交通運輸事業 2,032,251 3,859 1.9 721 0.4 4,580 2.3 1,576 0.8 332 0.2 1,908 0.9 3.2 -0.1 0.6 0.9 4.6 2.8 2.9 7,361 6,880 -1,159 -0.6 4.0 0.0 4.0
貨物取扱事業 7,433,201 34,802 4.7 2,639 0.4 37,440 5.0 14,897 2.0 1,214 0.2 16,112 2.2 7.2 -0.1 0.6 0.9 8.6 8.3 7.3 51,445 50,743 880 0.1 8.5 -0.5 9.0
港湾貨物取扱事業 86,548 344 4.0 31 0.4 375 4.3 270 3.1 14 0.2 284 3.3 7.6 -0.1 0.6 0.9 9.0 11.9 7.8 991 685 10 0.1 9.0 0.0 9.0
港湾荷役業 110,253 717 6.5 39 0.4 756 6.9 437 4.0 18 0.2 455 4.1 11.0 -0.1 0.6 0.9 12.4 18.0 14.7 1,902 1,644 13 0.1 12.0 -1.0 13.0
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 729,458 324 0.4 259 0.4 583 0.8 319 0.4 119 0.2 438 0.6 1.4 -0.1 0.6 0.9 2.8 1.9 1.6 1,351 1,201 86 0.1 3.0 0.0 3.0
船舶所有者の事業 262,289 2,533 9.7 93 0.4 2,626 10.0 1,744 6.6 43 0.2 1,786 6.8 16.8 23.1 0.6 0.9 41.4 22.6 19.2 6,049 5,242 31 0.1 42.0 -5.0 47.0
農業又は海面漁業以外の漁業 825,548 8,354 10.1 293 0.4 8,647 10.5 5,182 6.3 135 0.2 5,317 6.4 16.9 -0.1 0.6 0.9 18.3 18.8 15.6 11,355 11,400 -4,369 -5.3 13.0 0.0 13.0
清掃、火葬又はと畜の事業 929,644 5,125 5.5 330 0.4 5,455 5.9 4,744 5.1 152 0.2 4,896 5.3 11.1 -0.1 0.6 0.9 12.5 12.9 10.9 9,125 8,966 110 0.1 13.0 0.0 13.0
ビルメンテナンス業 2,048,076 6,144 3.0 727 0.4 6,871 3.4 2,452 1.2 335 0.2 2,787 1.4 4.7 -0.1 0.6 0.9 6.1 4.1 4.2 7,131 8,181 -191 -0.1 6.0 0.5 5.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 2,294,987 6,744 2.9 815 0.4 7,558 3.3 4,672 2.0 375 0.2 5,047 2.2 5.5 -0.1 0.6 0.9 6.9 5.1 4.6 8,825 9,296 -849 -0.4 6.5 0.0 6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1,735,567 292 0.2 616 0.4 908 0.5 470 0.3 284 0.2 753 0.4 1.0 -0.1 0.6 0.9 2.3 0.38 0.35 698 613 206 0.1 2.5 0.0 2.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 39,967,108 40,297 1.0 14,187 0.4 54,484 1.4 13,533 0.3 6,529 0.2 20,062 0.5 1.9 -0.1 0.6 0.9 3.2 1.6 1.5 56,251 56,937 0 0.0 3.0 0.0 3.0
金融業、保険業又は不動産業 8,595,515 3,508 0.4 3,051 0.4 6,559 0.8 1,141 0.1 1,404 0.2 2,545 0.3 1.1 -0.1 0.6 0.9 2.4 0.62 0.61 5,048 5,205 1,018 0.1 2.5 0.0 2.5
その他の各種事業 86,394,760 67,404 0.8 30,668 0.4 98,072 1.1 16,504 0.2 14,112 0.2 30,616 0.4 1.5 -0.1 0.6 0.9 2.9 1.0 0.9 63,556 71,888 10,230 0.1 3.0 0.0 3.0
全業種 198,572,220 315,599 1.6 70,487 0.4 386,087 1.9 182,807 0.9 32,436 0.2 215,243 1.1 3.0 -0.1 0.6 0.9 4.4 0 0.0 4.4 4.5

賃金総額
業務災害

年金積立
調整費用

７年超負担
所要料率 引き上げ

引き下げ 現行料率
短期給付 長期給付

①＋②＋③＋＊

社復事業
等費用

算定料率
(激変緩和
措置前)

激変緩和措置 設定料率非業務
災害分

（参考）

業務災害発生度合
業務災害給付費用

（百万円）３年以下 ３年超負担 ７年以下
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激変緩和措置について 

 

令和６年度労災保険率の改定に当たっては、次のとおりの激

変緩和措置を講じる。 

 

１ 労災保険率の引上幅の上限は、1/1,000とする。 

※ 労災保険率が 10/1,000未満の場合は最小設定単位である 0.5/1,000とする。 

 

２ 労災保険率の算定結果（激変緩和措置前）が、現行の労災

保険率より高い場合であっても、業務災害の発生度合い（※）

が下がっている場合は据え置きとする。 

※ 賃金総額に占める給付費用の割合。 

  平成 26 年度から平成 28 年度までの平均と平成 29 年度から令和４年度までの平

均を比較。 

 

３ 従来の２の対象とならない場合であっても、業務災害（※）

が下がっているにもかかわらず賃金が大きく減少することに

よって労災保険率の算定結果（激変緩和措置前）が現行料率

より高くなった場合は新型コロナウイルス感染症による影響

を考慮して据え置きとする。 

※ 実績に基づく給付費用。 
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激変緩和措置を講じる業種 

令和６年度労災保険率改定で、激変緩和措置を講じるのは 18

業種（うち、２(下線）により 13業種、３(二重下線）により４業

種の労災保険率が据え置き）。 

※ 激変緩和措置を講じる業種以外の業種は、激変緩和措置分 0.1/1,000を一律に負

担する（平成 30年度改定：0.1/1,000）。 

 

「海面漁業」 18/1,000 

「金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業」 88/1,000 

「原油又は天然ガス鉱業」 2.5/1,000 

「その他の鉱業」 26/1,000 

「道路新設事業」 11/1,000 

「舗装工事業」 ９/1,000 

「鉄道又は軌道新設事業」 ９/1,000 

「既設建築物設備工事業」 12/1,000 

「パルプ又は紙製造業」 ７/1,000 

「印刷又は製本業」 3.5/1,000 

「ガラス又はセメント製造業」 ６/1,000 

「金属精錬業」 6.5/1,000 

「洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業」 6.5/1,000 

「船舶製造又は修理業」 23/1,000 

「計量器、光学機械、時計等製造業」 2.5/1,000 

「交通運輸事業」 ４/1,000 

「農業又は海面漁業以外の漁業」 13/1,000 

「倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業」  6.5/1,000 
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新型コロナウイルス感染症の労災保険率への影響 

 

新型コロナウイルス感染症に関する労災給付 

令和２年３月に初の新型コロナウイルス感染症に関する

労災請求が行われて以来、令和５年 10 月末までに 211,497

件(速報値)を決定している。 

労災保険率の算定の基礎となる令和２年度から令和４年

度までの間に行われた新型コロナウイルス感染症に係る労

災支給決定に要する所要額を試算すると、短期給付約 227億

円、長期給付約 74億円であり、合計所要額は約 300億円（約

100億円／年）であった。 

 

労災保険率の改定への反映 

新型コロナウイルス感染症は令和５年５月８日から「５類

感染症」に位置づけられたところであるが、今後も一定の流

行が続くと予想されている。 

このため、万が一、今後、令和２年度から令和４年度と同

程度の規模の新型コロナウイルス感染症に関する労災給付

が発生しても労災保険財政に影響を与えないようリスクを

見込んでいる（労災保険率で平均 0.05/1000程度）。 
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（２）特別加入保険料率の改定案

一人親方等の保険料率（第二種特別加入保険料率） （単位：１/1,000）

特１
個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は
自転車を使用して行う貨物の運送の事業 12 11 ↘

特２ 建設業の一人親方 18 17 ↘

特３ 漁船による自営業者 45 45
特４ 林業の一人親方 52 52
特５ 医薬品の配置販売業者 7 6 ↘

特６ 再生資源取扱業者 14 14
特７ 船員法第一条に規定する船員が行う事業 48 48
特８ 柔道整復師 3 3
特９ 創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者 3 3
特１０ あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師 3 3
特１１ 歯科技工士 3 3
特１２ 指定農業機械作業従事者 3 3
特１３ 職場適応訓練受講者 3 3
特１４ 金属等の加工、洋食器加工作業 15 14 ↘

特１５ 履物等の加工の作業 6 5 ↘

特１６ 陶磁器製造の作業 17 17
特１７ 動力機械による作業 3 3
特１８ 仏壇、食器の加工の作業 18 18
特１９ 事業主団体等委託訓練従事者 3 3
特２０ 特定農作業従事者 9 9
特２１ 労働組合等常勤役員 3 3
特２２ 介護作業従事者及び家事支援従事者 5 5
特２３ 芸能関係作業従事者 3 3
特２４ アニメーション制作作業従事者 3 3
特２５ 情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者 3 3
海外労働者（第三種特別加入保険料率）

3 3

改定案

海外で行われる事業に派遣される労働者等

変化現行
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第二種・第三種特別加入保険料率改定詳細表 （単位：１/1,000）

所　要　額 率 所　要　額 率

（円） （円） ① （円） ② ＊ ＊ ＊ ①+②+＊

（第二種特別加入）

特１
個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自
転車を使用して行う貨物の運送の事業 48,351,795,643 297,584,010 6.2 112,276,994 2.3 -0.1 - 0.9 9.3 10.1 11 12

特２ 建設業の一人親方 1,233,915,266,187 14,057,681,457 11.4 5,057,324,205 4.1 -0.1 0.6 0.9 16.9 16.2 17 18

特３ 漁船による自営業者 2,594,980,390 68,030,751 26.2 78,979,742 30.4 -0.1 - 0.9 57.5 41.2 45 45

特４ 林業の一人親方 3,570,472,502 524,835,209 147.0 46,240,144 13.0 -0.1 0.6 0.9 161.3 209.0 52 52

特５ 医薬品の配置販売業者 290,058,645 1,242,717 4.3 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 5.7 6.3 6 7

特６ 再生資源取扱業者 1,420,429,328 22,263,916 15.7 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 17.1 21.0 14 14

特７ 船員法第一条に規定する船員が行う事業 153,620,140 5,803,939 37.8 0 0.0 23.1 0.6 0.9 62.4 47.2 48 48

特８ 柔道整復師 327,038,333 546,565 1.7 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 3.1 - 3 3

特９ 創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者 2,676,667 568,883 212.5 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 213.9 - 3 3

特１０あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師 163,843,611 0 0.0 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 1.4 - 3 3

特１１歯科技工士 0 0 - 0 - -0.1 0.6 0.9 - - 3 3

特１２指定農業機械作業従事者 145,130,786,666 312,915,501 2.2 145,651,028 1.0 -0.1 - 0.9 4.0 3.2 3 3

特１３職場適応訓練受講者 3,398,380,555 264,073 0.1 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 1.5 1.6 3 3

特１４金属等の加工、洋食器加工作業 1,227,652,893 6,840,674 5.6 6,630,243 5.4 -0.1 - 0.9 11.8 3.4 14 15

特１５履物等の加工の作業 49,122,345 60,546 1.2 0 0.0 -0.1 - 0.9 2.0 1.5 5 6

特１６陶磁器製造の作業 0 0 - 0 - -0.1 - 0.9 - - 17 17

特１７動力機械による作業 78,812,916 75,055 1.0 0 0.0 -0.1 - 0.9 1.8 22.9 3 3

特１８仏壇、食器の加工の作業 0 0 - 0 - -0.1 - 0.9 - - 18 18

特１９事業主団体等委託訓練従事者 3,652,014,583 6,856,839 1.9 21,748,026 6.0 -0.1 0.6 0.9 9.2 1.7 3 3

特２０特定農作業従事者 145,025,648,968 1,282,182,357 8.8 615,727,593 4.2 -0.1 - 0.9 13.9 15.0 9 9

特２１労働組合等常勤役員 786,002,361 313,042 0.4 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 1.8 1.4 3 3

特２２介護作業従事者及び家事支援従事者 3,798,357,045 16,933,657 4.5 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 5.9 4.5 5 5

特２３芸能関係作業従事者 1,184,764,861 5,499,171 4.6 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 6.0 - 3 3

特２４アニメーション制作作業従事者 65,826,250 33,559 0.5 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 1.9 - 3 3

特２５情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者 354,445,555 721,501 2.0 0 0.0 -0.1 0.6 0.9 3.4 - 3 3

（第三種特別加入）

569,948,714,166 198,019,131 0.3 626,711,256 1.1 -0.1 0.6 0.9 2.8 2.2 3 3

2,165,490,710,613 16,809,272,553 7.8 6,711,289,230 3.1 -0.1 0.9

通勤
災害分

　海外で行われる事業に派遣される労働者等

特 別 加 入 合 計

社会復帰促
進等費用 所要料率

(参考）
令和２年度時点

所要料率
①+②+＊

設定
料率

現行
料率

短　期　給　付 長　期　給　付
保険料算定基礎額

の合計

保険給付等
年金積立
調整分
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（３）労務費率の改定案

現行 改定案 変化

水力発電施設、
ずい道等新設事業

19% 19%

道路新設事業 19% 19%

舗装工事業 17% 17%

鉄道又は
軌道新設事業

24% 19% ↘

建築事業 23% 23%

既設建築物設備工事業 23% 23%

機械装置の
組立て又は
据付けの
事業

組立て又は
取付け

38% 38%

その他の
もの

21% 21%

その他の建設事業 24% 23% ↘
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令和５年労務費率調査結果

(単位：％)
〔３１〕 〔３２〕 〔３３〕 〔３４〕 〔３５〕 〔３８〕 〔３７〕

組立て又は
取付け

その他のもの

82.96 90.50 93.42 95.48 91.07 91.60 92.87 93.11 89.92
第 １ ・ 四 分 位 数 17.17 13.95 13.37 8.97 16.16 15.18 22.53 12.57 15.68

中 位 数 19.00 19.00 17.00 19.01 23.00 23.00 37.81 20.91 23.29
第 ３ ・ 四 分 位 数 20.24 23.92 21.80 23.03 32.80 37.00 51.26 30.30 31.60
加 重 平 均 19.27 18.36 19.74 22.73 24.91 25.40 38.10 22.14 19.64
単 純 平 均 19.82 20.06 20.01 19.88 28.25 29.79 42.39 22.63 27.11

17.04 9.50 6.58 4.52 8.93 8.40 7.13 6.89 10.08
第 １ ・ 四 分 位 数 8.94 10.51 15.57 － 5.38 16.89 17.58 － 15.27
中 位 数 14.48 15.77 25.72 20.71 16.96 29.07 38.00 17.08 23.03
第 ３ ・ 四 分 位 数 16.43 20.37 31.30 － 24.10 53.92 55.50 － 37.76
加 重 平 均 8.10 15.52 12.76 20.71 11.77 23.10 25.75 17.08 19.51
単 純 平 均 13.08 25.11 25.20 20.71 21.17 39.43 44.80 17.08 30.20

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
第 １ ・ 四 分 位 数 16.42 13.42 13.40 10.24 15.39 15.29 21.94 13.72 15.69
中 位 数 18.25 19.00 17.18 19.74 23.00 23.00 37.93 20.73 23.29
第 ３ ・ 四 分 位 数 19.81 23.91 23.56 22.47 32.20 38.00 52.02 29.24 31.91
加 重 平 均 15.32 17.56 19.46 22.43 24.34 25.30 37.66 22.06 19.63
単 純 平 均 18.67 20.54 20.35 19.92 27.62 30.60 42.56 22.24 27.42

＊調査期間：令和５年５月１５日～６月９日
＊調査事業場数　８，９４６　/　有効回答　４，６０８　　　有効回答率　５１．５％

その他の
建設事業

既設建築物
設備工事業

(労務費率の事業場)

(実支払賃金の事業場)

(合計)

区　　　　分

〔３６〕

水力発電施
設、ずい道等
新設事業

道路新設
事業

舗装工事業
鉄道又は
軌道新設
事業

建築事業

機械装置の組立て又は
据付けの事業
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号） 

（労働保険料） 
第10条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。 
２ 前項の規定により徴収する保険料（以下「労働保険料」という。）は、次のとおりとする。 
一 一般保険料 
二 第一種特別加入保険料 
三 第二種特別加入保険料 
三の二 第三種特別加入保険料 
四 印紙保険料 

   五 特例納付保険料 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号） 
（一般保険料の額） 

第11条 一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とす
る。 

２ 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 
３ 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところによ
り算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。 

 
 

労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号） 
（保険料） 

第30条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の 
定めるところによる。 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号） 
（一般保険料に係る保険料率） 

第12条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。 
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率(第五
項(第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定によ
り変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)とを加えた率 

二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 
三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率 
２ 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照
らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない
ものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害
(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第二号の複数
業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害
率並びに二次健康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同
じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚
生労働大臣が定める。 

 
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令（昭和47年政令第46号） 

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業
の種類ごとに、過去三年間に発生した労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第七条第一
項第一号の業務災害（以下「業務災害」という。）、同項第二号の複数業務要因災害（以下「複数業務
要因災害」という。）及び同項第三号の通勤災害（以下「通勤災害」という。）に係る同法の規定によ
る保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去三年間の同項第四号の二次健康診断等給付（以
下「二次健康診断等給付」という。）の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用
の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立している全ての事業の過去三年間の業務災害、複
数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第二十九
条第一項の社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行
に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。 

労災保険率等に係る関係法令 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和47年労働省令第８号） 
（労災保険率等） 

第16条 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とさ
れる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は
別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十七とし、別表第一に掲げ
る事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。 
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「労災保険率の設定に関する基本方針」
平成17年3月25日制定
令和5年11月27日改定

１ 労災保険率は、業種別に設定すること。

２ 改定は、原則として３年ごとに行うこと。

３ 保険率の算定は、過去３年間の保険給付実績等に基づい

て「料率に係る基本的な算定方式」（下図）により行うこと。

次の業種について、上限の設定等の一定の措置を講ずる。

① 算定の結果、労災保険率が一挙に上昇する業種

② 産業構造の変化に伴い事業場数・労働者数が激減し、

収支率が著しく悪化している業種

激変緩和措置

料率に係る基本的な算定方式

非業務災害分

保
険
給
付
分

業務災害分

労

災

保

険

率

長期給付

短期給付

二次健康診断等給付

業

種

別

全

業

種

一

律

被災後３年以内の給付分

被災後３年超の給付分

被災後７年以内の年金裁定者

被災後７年超の年金裁定者

社会復帰促進等事業及び事務執行の費用

通勤災害

年金積立調整費用

複数業務要因災害

複数事業労働者の上乗せ給付分
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労災保険率の設定に関する基本方針 

 

 

平成 17 年 3 月 25 日制定  

令和 5 年 11 月 27 日改定 

 

    労災保険率は、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができる

ように設定することとされ、おおむね 3 年ごとに公労使三者から構成される審議会での審

議を経た上で改定を行っている。 

平成 16 年 3 月 19 日に「規制改革・民間開放推進 3 か年計画」が閣議決定され、そ

の中で「事業主の労働災害防止へのインセンティブをより高めるとの観点も踏まえ、業種

別の保険料率の設定について、業種ごとに異なる災害リスクも踏まえ、専門的な見地か

ら検討し、早急に結論を得る。」とされたところであり、これを受けて、厚生労働省におい

ては学識経験者による労災保険率の設定について総合的な検討を行った。 

今般、その検討結果を踏まえ、労災保険率の設定に関する基本方針を定め、今後、

この基本方針に基づき、労災保険率の設定を行うこととし、これによって、労災保険率の

設定手続の透明化を図ることとする。 

 

１ 業種別の設定  

労災保険率は、業種別に設定する。 

労災保険の業種区分は、労働災害防止インセンティブを有効に機能させるという観

点から、作業態様や災害の種類の類似性のある業種グループ等に着目して、当該グル

ープごとの災害率を勘案して分類することとする。 

その際には、費用負担の連帯性の下に労働災害防止活動を効果的に浸透させてい

くことのできる業界団体等の組織状況等について斟酌しつつ、保険技術上の観点か

ら、保険集団としての規模及び日本標準産業分類に基づく分類等をも勘案する。 

２ 改定の頻度  

労災保険率は、原則として 3 年ごとに改定する。 

３ 算定 

労災保険率は、次に掲げる方式により算定する。 

(1) 算定の方法  

イ 算定の基礎  

算定の基礎は、過去 3 年間の保険給付実績等に基づいて算定する料率設定  

期間における保険給付費等に要する費用の予想額とする。 

ロ 業種別の料率に係る基本的な算定方式  

業務災害分の料率については、短期給付分、長期給付分に分けて、各々、次の
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方式により算定する。 

(ｲ) 短期給付分（療養補償給付、休業補償給付等）  

短期給付分については、3 年間の収支が均衡する方式（「純賦課方式」）により

算定する。 

(ﾛ) 長期給付分（年金たる保険給付等）  

長期給付分については、災害発生時点の事業主集団から、将来給付分も含

め年金給付等に要する費用を全額徴収する方式（「充足賦課方式」）により算定

する。 

ハ 全業種一律賦課方式  

給付等に要する費用のうち、以下に掲げる部分については、全業種一律賦課  

により算定する。 

(ｲ) 業務災害分  

a  短期給付のうち、災害発生より 3 年を経ている給付分  

b  長期給付のうち、災害発生から 7 年を超えて支給開始される給付分  

c  複数事業労働者に係る給付において、災害発生事業場以外の事業に使用さ

れていることにより上乗せされる給付に相当する分 

d  年金積立調整費用分（既裁定年金受給者に係る将来給付費用の過不足

額） 

(ﾛ) 非業務災害分等  

非業務災害分（複数業務要因災害分、通勤災害分及び二次健康診断等給

付分）、社会復帰促進等事業及び事務の執行に要する費用分  

(2) 激変緩和措置等  

算定された数値が増加した場合に、これに対応して労災保険率が一挙に引き上が

る業種の労災保険率については、必要に応じて一定の激変緩和措置を講ずる。 

さらに、産業構造の変化に伴って事業場数、労働者数の激減が生じたため、保険

の収支状況が著しく悪化している業種の労災保険率については、必要に応じて一定

の上限を設ける。 

これらの具体的な措置については、料率改定時において、過去 3 年間の数理計

算も踏まえて設定する。 

なお、激変緩和措置等を講ずることにより財政的な影響が出る場合には、その必

要な所要額については、全業種一律賦課とする。 

４ 労災保険率改定の手続等  

労災保険率は、労災保険率の改定に係る基礎資料を公開するとともに、これに基づ

く審議会での検討を経て決定する。 
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